居宅介護支援5

　　　事業所所在市町村名　　　　　　　　　　　　　　　　実地指導年月日　　　　平成　　　　年　　　月　　　日

	提供サービス
	介　護
	介護予防
	事業所の名称
	事業者番号

	訪問介護
	
	
	
	

	訪問入浴介護
	
	
	
	

	訪問看護
	
	
	
	

	訪問リハビリテーション
	
	
	
	

	通所介護
	
	
	
	

	通所リハビリテーション
	
	
	
	

	短期入所生活介護
	
	
	
	

	短期入所療養介護
	
	
	
	

	特定施設入居者生活介護
	
	
	
	

	福祉用具貸与
	
	
	
	

	福祉用具販売
	
	
	
	

	居宅介護支援
	
	
	
	

	提供サービス
	従来型
	ユニット型
	一　　部　ユニット型
	事業所の名称
	事業者番号

	介護老人福祉施設
	
	
	
	
	

	介護老人保健施設
	
	
	
	
	

	介護療養型医療施設
	
	
	
	
	


	事 業 区 分
	居 宅 介 護 支 援
	自己点検シート記入者
	


※届出状況、点検結果の該当する項目に「○」を記入すること。　　

	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　護
	
	居宅介護支援費Ⅰ
	取扱件数が40未満
	
	該当
	

	
	
	居宅介護支援費Ⅱ
	取扱件数が40以上60未満
	
	該当
	

	
	
	居宅介護支援費Ⅲ
	取扱件数が60以上
	
	該当
	


	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　　　　　　　　　　　　護
	
	運営基準減算(70／100)

	居宅サービス計画の新規作成及びその変更に当たって、利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接の実施
	
	未実施
	

	
	
	
	サービス担当者会議の開催
	
	
	

	
	
	
	居宅サービス計画を新規に作成した場合及び変更した場合
	
	未開催
	

	
	
	
	要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
	
	未開催
	

	
	
	
	要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
	
	未開催
	

	
	
	
	居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付
	
	未交付
	

	
	
	
	モニタリングに当たって月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接の実施
	
	未実施
	

	
	
	
	モニタリングの結果の記録
	
	1ヶ月以上未実施
	


	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　護
	
	運営基準減算(50／100)
特別地域加算


	運営基準減算(70／100)が２月以上継続した場合に、３月目から該当
	
	継続
	

	
	
	特別地域加算
	厚生労働大臣の定める地域
	
	該当
	


	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　　　　　　　　　　　　護
	
	特定事業所集中減算

	①～⑤に掲げる事項を記載した書類を作成及び保存
	
	
	

	
	
	
	①判定期間における居宅サービス計画の総数
	
	作成及び保存
	

	
	
	
	②訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置づけられた居宅サービス計画数
	
	作成及び保存
	

	
	
	
	③訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置づけられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
	
	作成及び保存
	

	
	
	
	④算定方法で計算した割合
	
	作成及び保存
	

	
	
	
	⑤算定方法で計算した割合が90%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
	
	作成及び保存
	

	
	
	
	前６月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた指定訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合
	
	90/100以上
	

	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護
	
	初回加算(Ⅰ)
	新規に居宅サービス計画を作成
	
	該当
	

	
	
	
	要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成
	
	該当
	

	
	
	
	要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成
	
	該当
	

	
	
	初回加算(Ⅱ)
	30日を超える入院・入所期間を経た後の退院・退所にあたって、病院・施設と連携して居宅サービス計画を策定しており、かつ①～③のいずれかの要件を満たしている
	
	該当
	

	
	
	
	　 ①新規作成
	
	該当
	

	
	
	
	②要支援者が要介護認定を受けた場合
	
	該当
	

	
	
	
	③要介護状態区分が2区分以上変更された場合
	
	該当
	

	
	
	
	同一利用者について前回の算定から６か月以上経過している
	
	該当
	

	
	
	
	介護老人保健施設における在宅・入所相互利用加算及び介護老人保健施設における試行的退所サービス費を算定
	
	算定されていない
	


	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　　　　　　　　　　　　護
	
	特定事業所加算


	主任介護支援専門員である管理者　　又は

介護支援専門員として３年以上の実務経験を有し、主任介護支援専門員の研修課程と同等と認められるものを終了するとともに、事業所内の介護支援専門員の管理を適正に行うことができる者(18年度に限る)
	
	配置
	

	
	
	
	常勤かつ専従の介護支援専門員(管理者を除く)
	
	３名以上配置
	

	
	
	
	利用者に関する情報又サービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を概ね週1回以上開催
	
	開催
	

	
	
	
	24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等を相談に対応する体制
	
	確保
	

	
	
	
	算定日が属する月の前の３月間の利用者の総数のうち、要介護３、要介護４及び要介護５であるものの割合
	
	６割以上
	

	
	
	
	計画的な研修(研修計画の作成及び実施)
	
	実施
	

	
	
	
	地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供
	
	提供
	


	区分
	届出状況
	点  検  項  目
	点     検     事     項
	点  検  結  果
	

	介　　　　　　　　　　　護
	
	特定事業所加算(続き)


	地域包括支援センター等が実施する事例検討会
	
	参加
	

	
	
	
	運営基準減算
	
	未適用
	

	
	
	
	特定事業所集中減算
	
	未適用
	

	
	
	
	介護支援専門員１人あたりの利用者数
	
	35名以内
	

	
	
	
	介護予防支援に係る業務の委託
	
	受けていない
	


